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自
衛
隊
の
基
地
・
駐
屯
地
等
の
行
事
に
お
け
る
国
会
議
員
の
招
待
範
囲
の
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
自
衛
隊
で
は
、
基
地
・
駐
屯
地
に
お
け
る
創
立
記
念
行
事
や
広
報
行
事
の
開
催
に
あ
た
り
、
国
民
各
層
の
自
衛
隊

の
活
動
に
対
す
る
理
解
と
支
援
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
国
会
議
員
及
び
首
長
、
地
方
議
員
に
対
し
て
案
内
を
行
い
、
隊
員
や
隊

員
家
族
へ
の
激
励
や
共
に
祝
う
こ
と
に
よ
る
相
互
理
解
の
増
進
な
ど
の
機
会
を
設
け
て
き
た
。

最
近
、
自
衛
隊
で
は
こ
の
よ
う
な
行
事
等
に
関
す
る
招
待
先
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き
、
国
民
に
よ
る
選
挙

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
会
議
員
を
衆
議
院
小
選
挙
区
、
衆
議
院
比
例
代
表
区
、
参
議
院
選
挙
区
及
び
参
議
院
比
例
代
表
区
に
区

分
し
て
、
各
々
の
間
に
身
分
の
格
差
を
設
け
る
よ
う
な
基
準
を
新
た
に
定
め
、
全
部
隊
に
文
書
を
も
っ
て
そ
の
差
別
化
の
徹
底

を
図
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
措
置
は
、
特
定
の
国
会
議
員
の
排
除
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
臣
に
よ
る
国
会
議
員
の
政
治

活
動
侵
害
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

右
の
点
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

防
衛
省
で
は
、
自
衛
隊
の
基
地
・
駐
屯
地
等
に
お
け
る
行
事
ま
た
は
自
衛
隊
協
力
団
体
等
の
会
合
な
ど
に
関
し
て
、
そ
れ

ら
の
招
待
範
囲
な
ど
の
基
準
を
示
し
て
、
そ
の
対
応
を
指
示
す
る
た
め
の
文
書
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
文
書
は

一



実
際
に
当
該
官
庁
が
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
内
部
に
お
け
る
強
制
力
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
基
地
・
駐
屯
地
等

の
裁
量
が
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
当
該
文
書
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を

示
さ
れ
た
い
。

二

ま
た
当
該
文
書
に
お
け
る
招
待
範
囲
の
基
準
で
は
、
参
議
院
比
例
代
表
区
選
出
議
員
に
対
し
て
、
基
地
・
駐
屯
地
等
が
所

在
す
る
都
道
府
県
で
の
議
員
事
務
所
の
設
置
を
基
準
と
し
て
い
る
が
、
議
員
事
務
所
の
定
義
と
は
何
か
。

三

今
回
の
基
準
策
定
の
目
的
は
何
か
、
ま
た
そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
か
よ
う
な
基
準
を
設
け
る
合
理
性
は
何
か
。

四

従
前
は
、
与
野
党
の
区
別
な
く
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
関
係
す
る
国
会
議
員
を
広
く
招
待
し
て
い
た
が
、
今
回
の
政
権
交
代

に
際
し
、
前
記
の
よ
う
な
文
書
を
発
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
の
活
動
に
対
し
、
深
い
理
解
を
示
す
国
会

議
員
と
の
交
流
に
支
障
を
来
す
恐
れ
は
な
い
か
。

五

政
党
の
公
認
候
補
予
定
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
、
所
属
政
党
に
関
わ
ら
ず
、
当
該
文
書
で
示
さ
れ
た
招
待
範
囲
の
基

準
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。

六

衆
議
院
小
選
挙
区
、
衆
議
院
比
例
代
表
区
、
参
議
院
選
挙
区
、
参
議
院
比
例
代
表
区
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
区
で
選
出
さ
れ

た
国
会
議
員
の
間
に
身
分
の
格
差
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



七

候
補
者
名
ま
た
は
政
党
名
を
も
っ
て
投
票
す
る
参
議
院
比
例
代
表
区
選
出
の
国
会
議
員
は
、
全
国
が
「
選
挙
区
」
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

八

今
回
の
基
準
策
定
に
よ
っ
て
、
政
務
三
役
の
職
責
を
利
用
し
た
特
定
の
政
党
及
び
国
会
議
員
の
政
治
活
動
侵
害
が
行
わ
れ

た
と
認
識
し
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

九

一
で
示
し
た
文
書
が
防
衛
省
職
員
を
通
じ
て
作
成
さ
れ
配
布
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
口
頭
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
場
合
、
自

衛
隊
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
政
治
的
目
的
」
（
特
定
の
候
補
者
又
は
政
党
等
に
反
対
す
る
こ
と
（
自
衛
隊
法

施
行
令
）
）
を
も
っ
た
「
政
治
的
行
為
」
（
官
職
、
職
権
そ
の
他
公
私
の
影
響
力
を
利
用
す
る
こ
と
（
同
施
行
令
）
）
に
あ

た
り
、
同
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


